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集合住宅用モデル
の設定

集合の設備込み評
価方法の検討

周知

戸建の躯体基準の
見直し

構造種別
に係る課
題整理
開口部の
基準検討

集合の躯体基準の
見直し

日射取得・通風利用等
の検討

周知伝統木造等の住宅構造の評価方
法の検討

戸建の設備込み評価
方法の見直し（対象と
なる設備の特定も含む）

集合の設備込み基
準の検討（対象となる
設備の特定も含む）

公
表

公
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開口部の
基準検討

周知

周知

簡易な計算法の検討
（2,000以下）

小規模建築物等の基準
の検討（300㎡以下） 公表

公表

設備ごと基準統合化の検討
（対象となる設備の特定も含む）

各設備ごとの簡略計
算法の検討

新省エネ
基準の検討

周知

簡易な計算法の検討
（5,000㎡以下）

室用途分類の検討
動的計算プログラム
の検討

公表

公
表

周知

2010年度
法 整 備

中小事業者の対応力向上
伝統構法での対策普及

審査能力の向上
効率的な審査処理が可能な体制構築

義務化水準にとどまらない高い水準を保つ環境づくり（表彰制度等）

設計者や大工・工務店、中小住宅生産者等の施工者の省エネ技術習得のための支援
（講習・実務研修会の実施、申請マニュアル・ガイドライン等の作成、配布等）

民間の審査担当者、民間審査機関の育成

行政・審査機関の情報交換の場の創設、運用

行政による民間審査機関の指導体制の整備

高度な審査ができる審査機関の育成

設計、施工の技術開発支援

建材・機器の性能特定、建材・機器の機能向上、コスト低減
建材・機器の性能・品質の確保、表示の推進

申請コスト（手続きを含む）の低減計算プログラムの開発支援

ＪＩＳマーク表示制度の登録認証機関の確保

広報、情報提供

広報、情報提供

トップランナー制度（建売戸建住宅）、省エネラベル

第一種特定建築物（2,000㎡以上） 届出義務

第二種特定建築物（300㎡以上～2,000㎡未満） 届出義務

省エネ基準適合義務化（2,000㎡以上）

省エネ基準適合義務化
（300㎡～2,000㎡未満）

省エネ基準
適合義務化
（300㎡未満）

移行

第一種特定建築物（2,000㎡以上） 届出義務

第二種特定建築物（300㎡以上～2,000㎡未満） 届出義務

省エネ基準適合義務化（2,000㎡以上）

省エネ基準適合義務化
（300㎡～2,000㎡未満）

省エネ基準適合義務化
（300㎡未満）

複合建築物の取り扱いの再整理

建材・機器の性能評価方法の検討

地域区分に
係る課題整理

蒸暑地における基
準の検討

地域区分の
見直し

蒸暑地の対応
の検討

住宅・建築物の省エネ基準適合義務化に向けた工程表（案）

2011年度

省エネ建材・機器の生産体制の強化、技術開発、供給に対する支援

構造種別
に係る課
題整理

表示制度

表示制度（全て対象）

2020年度

大臣認定スキーム(例外措置)の検討

JISマーク表示制度以外（自己適合宣言、JNLA制度等）の性能担保方法の検討

民間規格の活用可能性の検討

建材に係る物性値の法令化

省エネ対策の普及

現行基準への適合率の向上（補助等）

広報、情報提供による意識啓発（省エネ効果・ノンエナジーベネフィットの提示、省エネ効果を体感する機会の提供）

高いレベルの省エネ対策の促進

建材・機器等の確実な供給

2020年度までに
段階的に義務化

2020年度までに
段階的に義務化
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